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英
一
闘
の
珠
算
案
議
事
と

ヨ
ン
ソ
ル
公
償
問
題

堀

江

師

一

英
図
の
下
院
は
過
日
よ
』
り
歳
入
委
員
舎
に
於
て
換
算
案

を
附
議
す
る
に
室
内
れ
る
を
以
て
、
議
論
漸
く
活
気
を
帯
伏
、

各
種
の
方
面
に
注
目
す
可
き
意
見
の
接
表
せ
ら
る
、
を
見

る
。
孫
算
案
議
事
中
今
日
最
4
議
論
の
院
し
き
は
コ
シ
リ
ノ

ル
会
債
時
償
低
務
の
二
与
な
I

り
。
蓋
し
政
府
は
昨
年
減
債

基
金
を
二
千
四
百
五
十
寓
締
切
に
低
減
し
セ
る
が
、
本
年
度

川
市
亦
同
基
金
を
昨
年
と
同
一
の
簿
一
度
に
据
置
く
の
案
を
立

て
花
t
り
。
之
に
鈎
し
て
大
強
大
阪
ロ
イ
ド
ヂ
ヨ

I
ヂ
氏
は

珠
算
演
説
仁
一
於
て
、
深
く
説
明
す
る
乙
と
を
避
け
、
唯
演

説
の
一
部
分
に
於
て
寸
吾
人
は
経
常
牧
入
の
内
よ
よ
り
、
他

の
諸
闘
が
現
に
会
僚
支
緋
の
事
業
と
す
る
部
分
の
経
費
を

文
排
し
つ
L
あ
L
リ0

五
日
大
は
今
海
軍
建
設
訟
を
有
せ
歩
、

議

銭
@ぜ

p
-
~
‘
 

E

F

 

安
広
経
常
牧
入
よ
t
り
般
加
を
建
造
し
つ
t
Jの
よ
ツ
O

然
t
リ
吾

入
は
五
年
前
恐
債
仁
依
で
、
支
搬
併
せ
ら
れ
セ
る
る
の
を
経
常

、
税
入
よ
F
O
文
排
し
つ
-
h

ぁ
ιリ
。
曹
仁
然
る
の
み
な
ら
歩
、

一
昨
年
度
に
於
て
る
債
?
減
却
す
る
乙
と
六
百
六
十
九
高
一

一
、
千
砂
、
本
年
度
に
於
て
会
債
を
減
却
す
る
乙
と
九
百
六
十

八
高
必
千
踏
切
広
一
兆
ぽ
ん
と
す
。
他
の
諸
国
に
し
て
能
〈
斯

る
託
銀
を
示
す
も
の
あ
F

り
や
。
最
近
数
年
間
五
日
人
は
英
闘

の
信
用
、
英
凶
の
商
業
、
英
図
の
貿
易
、
英
闘
の
有
償
説

家
が
衰
微
し
、
低
落
し
っ
、
あ
2

り
と
の
聾
を
開
け
ん
J
O

斯

る
論
者
に
し
て
、
一
度
ば
事
貨
を
検
し
、
且
つ
他
図
財
政

上
の
託
銀
を
徴
3
ん
か
、
期
る
無
用
の
議
論
を
慎
む
仁
至

る
可
し
L

と
一
五
ぴ
、
間
接
に
減
償
基
金
揖
置
の
計
蚤
を
辞

読
せ
ん
と
し
セ
る
が
、
反
訴
黛
は
国
よ
L
リ
此
説
明
を
以
て

満
足
す
る
込
の
に
非
!
?
。
反
艶
の
第
一
議
は
統
一
議
内
閣

の
前
大
裁
大
臣
オ

I
ス
テ
シ
チ
ェ
ー
ン
バ
レ
ン
氏
に
依
て

揚
げ
ら
れ
、
阻
ん
は
諜
算
案
会
館
を
総
評
す
る
演
説
中
、
昨

年
政
府
が

γ

減
債
基
金
を
二
千
四
百
五
十
世
内
傍
に
低
減
し
、

反
濁
紫
亦
之
を
承
認
し
花
る
は
、
営
時
収
入
に
封
し
て

産
税
を
調
定
す
る
の
不
可
能
な
ち
し
に
基
く
も
の
な
る

三日目丸、



、 ， 

雑

銭 .

、、

b 

一
百
一
話
。

81， 

に
、
今
右
の
金
額
を
闘
定
的
の
宅
の
女
ら
し
む
る
は
英
図

信
用
の
基
礎
を
傷
く
る
号
の
な
よ
り
と
て
、
絶
詩
的
反
野
意

見
を
漣
ぺ
大
ιツ
乙
殻

r於
て
か
、
議
論
は
一
轄
し
て
、
ゴ

シ
ソ
ル
ロ
公
債
階
俊
低
落
の
問
題
に
務
1

り
、
今
日
の
時
償
低

溶
を
惹
起
し
大
る
責
任
の
所
在
L
4
争
ふ
に
至
れ
J
9
0

自
由

議
議
員
ヘ
シ
ダ

I
Y
シ
兵
が
此
欧
州
に
就
て
統
一
業
の
責
任

を
論
ホ
J

る
所
最
替
要
を
得
食
F

り
。
左
に
摘
課
す

J

O

反
野
鶏
の
議
員
拡
コ
ン
ソ
ル
会
債
の
時
僚
低
落
に
就

て
、
苔
一
粉
を
唱
ふ
る
者
の
如
し
。
此
紡
£
就
て
第
一
に

説
明
を
要
す
る
は
、
何
故
仁
コ
シ
ソ
ル
会
僚
は
一
時
百

十
三
Eζ

云
ふ
が
如
き
著
し
き
高
償
仁
達
し
北
る
や
の
一

事
な
L
リ
。
岡
山
ふ
仁
実
重
な
る
一
原
因
は
金
融
の
緩
慢
に
在

る
可
し
。
'
即
ゆ
h

，
千
八
百
九
十
一
年
よ
f

り
千
八
百
九
十
一
二

年
に
至
る
問
英
蘭
銀
行
利
率
除
勧
臼
て
五
分
に
遣
し
大
る

干
少
し
、
千
八
百
九
十
三
年
九
月
ょ
ん
千
八
百
九
十
六
年
十

月
に
至
る
制
脅
て
四
分
仁
建
し
大
る
と
と
な
く
、
而
し

て
千
人
百
九
十
四
年
二
月
よ
'
り
千
八
百
九
十
六
年
十
月

に
至
る
間
以
常
と
一
一
分
仁
居
振
れ
よ
リ
0

然
る
に
千
八
百

九
十
九
年
仁
戦
争
起
2

り
、
此
時
よ
F

り
千
九
百
五
年
仁
至

&
る
ま
で

3
y
y
ル
長
伎
の
時
僚
に
二
十
二
誠
一
の
低
落
を

告
げ
牝

b
。
余
は
此
鮪
い
と
城
て
敢
て
統
一
設
内
附
闘
を
非

難
す
る
也
の
に
非
・
ヂ
。
是
れ
寧
ろ
金
融
の
問
題
、
需
要

供
拾
の
問
題
に
開
糊
す
れ
ば
な

6
0
千
八
百
八
十
九
年
コ

ン
ツ
ル
会
債
の
利
子
は
二
分
七
厘
五
毛
仁
、
千
九
百
二

年
に
二
分
五
屈
に
低
減
せ
ら
れ
セ
る
仁
拘
ら
歩
、
銀
行
、

保
険
舎
祉
等
は
此
謹
家
主
購
入
し
、
市
場
紅
葉
供
給
乏

し
き
ゃ
、
矯
め
仁
時
債
の
騰
貸
し
文
る
乙
と
み
一
P
ハノ
O

故

に
若
し
号
自
由
紫
政
府
に
し
て
九
勝
の
低
落
に
就
て
責

任
あ
る
替
の
と
せ
ん
か
、
統
一
黛
肱
二
十
二
磁
の
低
落

仁
就
J
L

責
任
を
貨
は
喝
、
C

る
可
か
ら
や
jo

コ
ン
ソ
ル
努
伎

は
従
来
保
険
舎
一
枇
に
於
て
盛
に
購
入
せ
ら
れ

t
b。
然

減
も
是
壮
一
す
の
舎
一
祉
は
有
償
謙
券
に
訴
す
る
放
資
仁
一
依
て
、

三
分
乃
翌
四
分
の
利
殖
を
牧
め
も
d

る
可
か
ら
歩
。
防
て

是
等
の
命
日
祉
は
コ
ン
ア
ル
n
公
債
を
購
入
す
る
と
と
を
止

め
、
却
て
議
舎
に
運
動
し
1

閣
外
仁
一
資
金
を
放
下
す
る

の
権
能
を
牧
め
、
斯
く
て
多
額
の
資
金
は
濠
洲
並
に
加

奈
陀
に
投
特
」
ら
れ
、
随
て
コ
ン

y
ル
R

公
債
に
組
制
す
る
需

要
を
減
歩
る
仁
歪
れ
よ
り
。

此
所
一
論
ほ
コ
ン
ソ
ル
一
公
債
時
僚
の
低
落
を
以
て
ミ
白
白
増
税
収
入
仁
一
依
て
、
漸
く
均
衡
を
支
持
す
る
に
至
れ
よ
リ
と

業
政
府
の
失
策
な
る
が
如
く
仁
唱
ふ
る
統
一
銭
じ
致
命
傷
雄
一
号
、
一
方
に
自
由
黛
内
閣
仁
於
け
る
一
位
曾
政
策
の
方
針

を
血
ハ
ふ
る
刃
も
の
と
一
万
ふ
可
し
。
市
阿
戦
争
に
際
し
、
多
額
】
は
次
第
に
進
行
し
て
、
殆
ど
其
底
止
す
る
所
を
知
ら
歩
。

の
る
債
を
議
行
し
食
る
上
に
、
減
債
基
金
の
運
用
を
中
止
一
緒
'
働
取
引
所
の
開
設
、
養
老
年
金
格
の
制
定
は
般
に
往
事

し
大
る
は
来
し
て
何
の
内
閣
な
よ
リ
し
か
。
殖
民
地
統
一
政
一
に
属
し
、
今
や
養
々
一
茶
影
響
を
・
財
政
上
に
及
ぼ
し
つ
h
あ

策
の
念
£
駆
ら
れ
、
幾
多
殖
民
地
政
府
の
る
債
に
コ

y

y
一
y
o
o

而
し
て
本
年
度
の
計
叢
に
於
て
注
目
を
要
す
る
は
所

ル
各
僚
と
同
様
の
殊
遇
を
血
ハ
ヘ
大
る
は
果
し
て
何
の
内
閣
一
謂
'
救
貧
法
に
於
け
る
受
救
民
失
格
修
項

(
S
0
2毛
2

な
b
し
わ
。
数
ヘ
来
れ
ば
コ
ン
ソ
ル
各
僚
時
債
の
低
務
に
一
】

)
Z
g円
以
内
の
主

o
u
)
を
撤
・
去
す
る
の
一
事
仁
し
て
、
何
人
と

就
て
は
、
統
石
持
政
府
の
政
策
に
一
蹴
す
可
を
替
の
多
き
は
一
雄
宅
救
貧
訟
の
下
に
於
け
る
救
助
を
受
け
文
る
の
故
を
以

何
人
弘
容
易
に
認
り
る
所
な
る
可
し
。
統
一
議
が
今
日
に
)
て
、
養
老
年
金
を
受
く
る
の
憾
利
を
喪
失
せ
な
芯
乙
と
h

至
J

り
て
、
ヨ
シ
ア
ル
必
債
の
時
債
を
云
々
し
、
政
府
の
誠
一
ず
る
の
議
あ

b
。
果
し
て
斯
の
如
く
す
れ
ば
、
在
来
の
規

償
基
金
減
額
に
関
す
る
提
案
を
非
難
す
る
が
如
営
、
耳
を
一
定
を
施
行
せ
る
場
合
t
ζ

比
較
し
て
、
養
老
年
金
を
受
く
る

掩
ふ
て
、
鈴
を
盗
.
む
の
磯
を
兎
か
れ
や
Jo
我
輩
は
統
ニ
県
が
一
者
を
増
加
す
る
は
勿
論
、
在
来
の
規
定
じ
於
て
養
老
年
金

事
々
に
政
府
の
財
政
策
を
攻
撃
せ
ん
と
す
る
の
飴
ん

J

ゐ
白
一
-
℃
謝
ず
み
請
求
継
を
喪
失
す
る
乙
と
を
恐
れ
て
、
.
救
貧
法

殺
的
山
一
一
口
論
を
縦
に
す
る
の
陥
を
認
め
ホ
ノ
ん
ば
非
歩
。
一
の
受
救
民
、
花
る
を
避
け
大
る
者
唱
受
救
民
北
る
を
辞
せ
な

一
る
に
至
る
可
心
。
養
老
年
金
構
利
者
の
増
加
は
直
接
に
岡

庫
の
支
出
を
増
加
す
可
く
、
受
救
民
の
増
加
は
闘
庫
仁
於

て
一
地
方
政
府
仁
封
ず
る
交
付
金
を
増
加
す
る
の
理
由
と
匁

る
可
く
、
敦
れ
仁
し
て
省
財
政
土
の
負
擦
を
加
へ
な
れ
ば

85 

然
れ
ど
活
コ
シ
ソ
ル
一
公
債
時
債
の
低
洛
は
併
成
の
事
安

な
ん
J
C

其
原
因
既
に
明
瞭
な
t
り
と
す
れ
ば
、
之
仁
謝
す
る

方
策
な
か
る
可
が
ら
み
V
J
O

英
闘
の
歳
計
は
今
や
昨
年
度
の

3擢

銀-

争，

-‘ 
) 

‘幽ー-
q・-、剛陶‘
戸‘.，..，.

・・4

込

‘ 



f 
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巳ま・一
Y
。
然
宅
政
府
は
此
般
の
政
策
を
以
て
満
足
す
る
普
段
を
唱
ふ
る
者
あ
る
に
至
れ

9
0
彼
の
コ

yγ
ル
…
公
債
の

の
仁
非
歩
。
ロ
イ
ド
ヂ
ヨ

I
ヂ
一
品
川
似
換
算
演
説
の
一
節
仁
高
利
借
換
を
行
ひ
、
ご
分
五
原
利
付
の
一
公
債
を
同
校
1

レて、

於
て
一
五
ヘ
ム
ソ
O

・
新
一
一
一
分
利
付
一
公
債
を
以
て
ぺ
之
仁
代
ら
し
め
ん
と
す
る
所

若
し
も
珠
算
に
し
て
普
遜
の
経
過
を
匁
し
大
ら
ん
仁
設
の
如
を
~
数
年
前
始
め
て
之
を
耳
一
仁
し
大
る
際
仁
は
、

は
、
政
府
は
本
年
度
に
於
て
失
業
持
に
疾
病
保
険
訟
を
頗
る
奇
矯
の
ム
一
一
口
な
る
が
如
く
な
ら
し
が
、
今
や
必
ら
ポ

J

し

制
定
し
女
ら
し
な
ら
ん
。
政
府
は
必
ム
グ
明
年
度
仁
於
て
一
ぜ
然
ら
歩
。
マ
川
ノ
グ
ワ
l
ス
プ
レ
ー
ド
兵
が
近
時
る
に
し

此
穫
の
大
計
塞
を
定
め
、
閥
家
よ
I

り
文
出
せ
る
酸
金
を
一
党
る
小
冊
子
2
v
o
U
8
5
n
g
R
O
D
O刊
の
O口
ω
o
F
P
H丘一戸

忠
仁
し
、
危
険
な
る
職
業
に
居
ム
ツ
て
失
業
す
る
蛾
労
働
者
一

pug向
々
・
切
町
民
R
Fく
O
円
け

y
p
s
p
)
仁
於
て
除
諸
種
の

二
百
五
十
高
入
、
疾
病
薬
他
の
不
幸
に
陥
る
勢
働
者
千
一
計
算
を
示
し
て
、
此
積
、
計
査
の
利
益
あ
る
乙
之
を
説
明
し

一
一
一
百
寓
人
仁
保
険
の
利
盆
を
普
及
す
る
の
考
案
な
よ
り
o
z
t
b
o
.

政
府
の
胸
中
般
に
斯
る
腹
案
の
存
ず
る
が
も
の
あ

b
i
現
英
閥
近
時
の
財
政
斌
態
に
於
て
恐
債
議
行
の
必
要
緊
拐

に
首
相
ア
ス
キ
ス
氏
唱
過
日
下
院
に
於
て
一
議
員
の
質
問
な
る
告
の
あ
L
リ
や
否
や
は
設
仁
論
、
甘
す
。
姑
く
之
を
他
日

に
濁
し
、
政
府
は
本
年
度
の
議

A

抑
制
仁
勢
働
者
保
険
仁
闘
す
の
拘
題
仁
譲
hJ
、
一
万
来
設
の
唱
の
食
る
、
一
図
財
政
じ

る
絵
案
を
提
出
す
る
の
・
法
務
な
し
F
ζ

雌
号
、
異
案
は
既
に
於
て
非
常
臨
時
の
填
補
手
段
と
し
て
、
最
宅
重
要
の
地
位

成
立
し
居
る
と
と
を
明
言
し
セ
λ
y
o
事
情
斯
の
如
く
な
る
を
、
白
む
る
拡
、
何
人
宅
疑
を
挟
む
可
か
ら
診
る
所
な
b
o

以
上
は
歳
計
に
充
分
の
徐
裕
を
生
歩
る
を
待
も
て
、
之
を
然
、
ら
ば
コ
シ
ツ
ル
一
公
債
の
締
償
今
日
の
如
〈
、
一
偏
し
て
禁

減
償
基
金
に
充
つ
る
が
如
き
、
尋
常
普
通
の
手
段
に
依
て
、
低
蕗
せ
る
復
位
を
標
準
-Zし
て
、
新
会
債
を
議
行
す
る
の

コ
ン
ソ
ル
筏
僚
時
債
の
恢
復
を
問
中
む
が
如
き
は
難
中
の
難
財
政
上
に
大
な
る
負
擦
を
及
ぼ
す
を
顧
慮
し
、
攻
府
仁
於

事
仁
溺
ず
る
を
以
て
、
異
依
復
策
仁
就
て
電
亦
非
常
の
手
て
必
要
の
際
一
仁
O

R

公
債
の
議
行
を
践
践
し
、
之
を
逝
く
る

議

総
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の
結
果
、
他
の
不
利
な
る
手
段
に
依
頼
せ
ぎ
る
可
か
ら
ぎ
渉
制
度
紘
一
設
に
崩
壊
し
て
喝
各
個
人
は
皆
自
己
及
び
自
己

る
ザ
知
を
境
仁
川
陥
ふ
、
3
如
き
乙
と
あ
L
リ
と
す
れ
ば
果
し
て
の
所
有
物
区
野
し
て
絶
灘
無
限
の
君
主
ヤ
ト
る
の
が

mk乏

か
ト
問
一
吾
川
財
?
の
裂
を
放
郷
し
、
室
長
一
し
、
相
官
あ
る
も
の
、
カ
ゐ
る
唱
の
、
官
あ
ゐ
も
の
表

S

・d
・
/
い
い
が
ら
、
英
利
用
を
敢
て
ず
一
ゐ
能
は
ず
り
し
む
る
の
畿
一
部
一
制
度
を
福
一
蹴
し
っ
、
あ
る
の
勝
、
ジ
ユ
モ
ラ
ー
の
所
掃

を
死
一
円
る
可
か
ら
す
o

コ
ン
ソ
ル
会
債
高
利
借
一
換
一
誌
の
如
一
芸
い
人
類
同
一
胞
の
亙
は
濁
2
9
新
経
済
組
織
、
就
中
白

鳥
G

、
財
政
の
常
道
上
F
O考
ふ
み
と
を
拡
、
頗
る
禁
則
異
例
一
向
競
争
の
反
一
聞
広
潜
む
黒
い
診
を
捕
拡
せ
ん

ιリ
し
十
段
み

を
以
て
日
す
一
円
し
と
雌
-
号
、
然
一
也
-
此
縫
則
異
例
の
説
が
最
一
セ
o

ザ
ニ
ュ
!
げ
の
人
三
ア
Y

、
ジ
ャ
ー
ル
、
レ
オ
7

・
宅
常
識
を
意
ん
b
、
正
惑
を
等
実
岡
本
山
て
唱
出
せ
ら
一
ー
か
、

γ
モ
シ
ド
、

d
J

、
ジ
ス
モ
ン
ず
は
一
モ
英
一
人
で

る
h

に
至
て
は
、
業
問
自
ら
情
哉
の
参
酌
す
る
じ
足
る
宅
一
あ
る
o

の
あ
る
を
見
る
可
を
な
t
リ0
(

ど
月
九
日
記
)
一
彼
は
蛍
時
の
緩
い
建
設
が
専
ら
貨
財
増
殖
の
方
法
を
競

;
i
i
i
i
j
i
-
-
s
i
i
i
i
i
.

一室
q
ノ
る
皇
官
し
て
、
然
H

ヱ
般
舵
舎
の
金
・
一
臓
を
増
進
ナ

シ
モ
ン
ド
、
ザ
/
¥
シ
ズ
モ
ン
ヂ
一
一
円
を
該
貨
財
の
使
用
方
訟
を
悠
誇
ド
附
す
る
を
遺
憾
な
ん

J

7
・
}
知
し
、
期
る
車
競
仁
基
礎
を
有
す
る
新
一
枇
合
制
度
は
向
"

の

ル

ル

一

群

高

橋

誠

一

郎

…

仁

志

会

を

し

て

輔

が

上

下

竜

宮

ま

し

む

る

の

み

な

ち

(

戸

)

.

一

安

、

貧

な

る

者

を

し

て

真

に

愈

よ

貧

窮

な

ら

し

め

、

手

「
然
ず
に
委
せ
よ
、
島
々
る
仁
委
せ
よ
、
赴
く
仁
委
せ
よ
、
一
経
済
上
舵
命
日
上
従
属
的
の
地
位
じ
立
つ
い
主
ら
し
む
る
宅

動
く
な
F

り
』
と
の
主
張
仁
基
い
食
個
人
主
義
一
の
で
あ
る
と
総
信
し
食
。
彼
は
附
早
広
一
岡
家
を
以
て
安
寧
秩

刊
抑
制
れ
一
三
空
襲
し
て
、
久
し
く
財
カ
及
び
能
良
一
砂
雑
持
を
委
託
さ
れ
セ
三
権
力
と
の
み
撃
し

カ

の

自

由

の

一

読

を

孤

止

し

き

芸

誌

の

煩

雑

な

午

て

、

廷

を

於

砂

金

空

襲

撃

上

の

撃

よ

b
生
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